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複数の対策案の立案

及び
概略評価による対策案の抽出について

筑後川水系ダム群連携事業

平成27年10月26日

国土交通省 九州地方整備局

資料－３



筑後川水系における水開発の現状と課題

■筑後川の水は、古くより上流から下流に至るまで、流域内の市町村等において農業用水・工業用水・水道・発電用水等に利用さ
れ、更に北部九州の社会経済の発展に伴う水需要の増大等に対処し、広域的な水開発を行うため、昭和39年10月に全国で3番目の
水資源開発促進法による水資源開発水系の指定を受け、昭和41年2月には「筑後川水系水資源開発基本計画（通称：フルプラン）
」が決定された。

■筑後川水系の水資源開発は、福岡都市圏などの急激に増大する水需要に対処するため、都市用水の確保を優先して進めざるを得
ず、本来同時に確保していくべき筑後川の流水の正常な機能の維持のための用水の確保がやむを得ず遅れた状態となっている。

◇筑後川の水資源開発の経緯
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◇筑後川水系の不特定容量、利水容量確保の推移

S39.10 水資源開発水系に指定

S41.  2.  1 水資源開発基本計画（フルプラン）の決定（江川ダム［両筑平野用水］）

S45.12.22 水資源開発基本計画（フルプラン）の一部変更（寺内ダムの追加）

S48.　4.　1 松原・下筌ダム管理開始

S49.  7.26 水資源開発基本計画（フルプラン）の一部変更（筑後大堰、福岡導水の追加）

S50.  4.  1 江川ダム管理開始

S53.  6.  1 寺内ダム管理開始

S53 福岡大渇水

S54.  4 筑後大堰本体着工が漁連の阻止行動により中止

S55.  4.  1 山神ダム管理開始

S55.12 筑後川水系における水資源開発計画の計画基準は瀬ノ下地点流量４０m3/sとすることを確認（建設
省、福岡県、佐賀県、大分県、熊本県）、筑後大堰本体着工再開

S56.  1.30
水資源開発基本計画（フルプラン）の全部変更(松原・下筌ダム再開発、福岡導水、筑後川下流用水
等追加）

S56.11. 松原・下筌ダム再開発事業基本計画告示

S58.10 松原下筌再開発により、冬場に瀬ノ下地点において40m3/sを確保

S58.11 福岡導水暫定取水開始

S59.  2.24 水資源開発基本計画（フルプラン）の一部変更（赤石川ダムの追加）

S60.  4.  1 筑後大堰管理開始

H  1.  1.24 水資源開発基本計画（フルプラン）の全部変更（赤石川ダムを大山ダムに名称変更）

H　5.　4 合所ダム管理開始

H  5.  9.21 水資源開発基本計画（フルプラン）の一部変更（小石原川ダムの追加及び各事業の工期変更）

H　6 日本列島大渇水

H10.　3 筑後川下流用水管理開始

H11.  1.29 水資源開発基本計画（フルプラン）の一部変更（福岡導水の増量及び大山ダムの利水者決定）

H13.  4 筑後川水系ダム群連携事業実施計画調査着手

H17. 4.15 水資源開発基本計画（フルプラン）の全部変更

H21. 4. 1 佐賀導水事業管理開始

H25. 4. 1 大山ダム管理開始

◇筑後川の水資源開発と水利用
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■筑後川の瀬ノ下地点では、久留米市や鳥栖市、佐賀市等の既得用水として、上水、工業用水、農業用水に利用されている。
■筑後大堰下流の汽水域（淡水と海水が混在する区域）には様々な動植物が生息しており、有明海固有種であるエツ、アリアケ
ヒメシラウオ、アリアケシラウオ等魚類の産卵区域、その他様々な貴重な動植物の生息域となっている。

筑後川下流域における現状

※1:環境省レッドリスト（H24.8.28発表第4次ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ）より

アリアケシラウオ

絶滅危惧IA類※１ 絶滅危惧IA類※１

アリアケヒメシラウオ

エ ツ

絶滅危惧IB類※１

絶滅危惧種Ⅱ類※１

ハラグクレチゴガニ

クルメサヨリ

※筑後川瀬ノ下地点で取水される既得用水供給量

◇筑後大堰下流域の生物環境

上水 工業用水 農業用水 合 計

1.661 1.466 25.000 28.127

(m3/s)

◇筑後川瀬ノ下地点で取水される既得用水の供給範囲

福岡県

佐賀県

瀬ノ下
筑後大堰

準絶滅危惧(NT)※１
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筑後川水系における水利用の課題

■筑後川では、夏場の流水の正常な機能の維持のための用水の確保が遅れており、農業用水の取水が集中するかんがい期に降雨が
少ない年は、河川流量が極端に減少する傾向が見られ、特に取水が集中する代かき期の６月に 小流量が発生している。

■近年の少雨傾向により、筑後川沿川では安定的な取水ができないという点において慢性的な水不足が生じ、概ね２年に１回の割
合で取水制限等が行われている。

■平成６年や１７年渇水では、夏場の河川流量が極端に減少する事態が生じ、既得農業用水の取水制限や筑後大堰下流の流下量の
激減により汽水域の河川環境に影響を及ぼしている。このような中、利水者の協力のもと筑後大堰の貯留水の一部（水道用水）
を流水の正常な機能の維持のための用水として緊急放流するなど、新規利水へも影響を及ぼしている。

◆瀬ノ下地点実測流量（平成17年度）
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◆瀬ノ下地点の各月 小流量
（平成14年～23年の10年間）

毎日新聞（平成17年6月28日）

西日本新聞（平成17年7月1日）
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◇ 筑後川水系河川整備計画（平成18年７月）抜粋

4.1.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する考え方

…（略）… 既設の寺内ダム、松原ダム、下筌ダム、大山ダム及び整備中の小石原川ダム及びダム群連携施設により、瀬ノ下地点におい

て、通年40ｍ3/s の流量確保に努めます。…（略）…

4.2.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する整備

…（略）… 瀬ノ下地点において 40ｍ3/s の河川流量確保に努めるため、大山ダム、小石原川ダム及びダム群連携施設を整備します。

…（略）…

ダム群連携施設は、筑後川の流量が豊富で、かつ既設ダムに空き容量がある場合に筑後川から、支川佐田川及び小石原川に導水し、

既設ダム等を有効活用するものです。 …（略）…

筑後川水系河川整備計画における流水の正常な機能の維持の目標

表4－2－37 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する施設

施 設 種 別 施行の場所 機能の概要

ダム群連携施設 導水事業 筑後川本川から佐田川・小石原川 流水の正常な機能の維持

◇ 筑後川水系ダム群連携における流水の正常な機能の維持の目標
筑後川の利水計画基準年である昭和30年代の流況において、瀬ノ下地点流量40m3/sを確保することを目標として、寺内ダム、大山ダム、小石

原川ダム後の不足量を補給するものである。（総量：約1,360万m3、 大補給量：約23.7m3/s）

◆瀬ノ下地点の河川流量不足量への補給（概念図）



ダム事業の検証に係る検討に関する
再評価実施要領細目の利水代替案
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ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目の利水代替案

●ダム検証は「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に基づき実施する。

●同細目において、流水の正常な機能の維持の対策案は、河川整備計画において想定している目標と同程

度の目標を達成することを基本として立案することが規定されている。

●「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」では、流水の正常な機能の維持代替案につ

いて、利水代替案を参考とすることとされている。

●利水代替案における以下の13方策を参考にして、河川や流域の特性に応じ、幅広い方策を組み合わせて

検討することとされている。

供給面での対応（河川区域内） 供給面での対応（河川区域外）
需要面・供給面での

総合的な対応が必要なもの

(1) 河道外貯留施設（貯水池） (4) 水系間導水 (9) ダム使用権等の振替

(2) ダム再開発
（かさ上げ・掘削）

(5) 地下水取水
(10) 既得水利の合理化・転用

(3) 他用途ダム容量の買い上げ (6) ため池

（取水後の貯留施設を含む）
(11) 渇水調整の強化

(7) 海水淡水化 (12) 節水対策

(8) 水源林の保全 (13) 雨水・中水利用
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(1) 河道外貯留施設（貯水池）

河道外に貯水池を設け、河川の流水を導水し、貯留することで水源とする。

頓田貯水池には、北九州市の飲料水の大半を
まかなう遠賀川の水をくみ上げて貯水している。

（出典：北九州市ホームページ）

（検討の考え方）

筑後川流域において、効果の発現場所、土地利用状況等を考慮した上で、流水の正常な機能の維持対
策案への適用の可能性について検討する。

頓田貯水池（福岡県北九州市）
位置：遠賀川水系遠賀川

福岡県北九州市若松区地先
概要：湛水面積約106ha、

総貯水量約1,030万ｍ3

河道外貯留施設（イメージ）
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(2) ダム再開発（かさ上げ・掘削）

既存のダムをかさ上げあるいは掘削することで利水容量を確保し、水源とする。

堆砂容量

利水容量

堆砂容量

利水容量

新規利水容量の確保

（かさ上げ前）
（かさ上げ後）

ダムのかさ上げ（イメージ）

ダムの掘削（イメージ）

既存施設

かさ上げ分

他ダムの事例

（掘削前）

堆砂容量

利水容量

（掘削後）

堆砂容量

利水容量

新規利水容量
の確保

掘削

（検討の考え方）
筑後川水系に存在する既存のダムのダム型式、地形条件等を考慮した上で、流水の正常な機能の維持対

策案への適用の可能性について検討する。
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(3) 他用途ダム容量の買い上げ

既存のダムの他の用途のダム容量を買い上げて利水容量とすることで、水源とする。

堆砂容量

Ｂ容量（ｂ）

（買い上げ前）

他用途ダムの容量買い上げ（イメージ）

A容量（ａ）

堆砂容量

Ｂ容量（ｂ）

Ａ容量（ａ－ｃ）

Ｃ容量（ｃ） ←買い上げ

（買い上げ後）

（検討の考え方）
筑後川水系に存在する既存のダムの実態を考慮した上で、流水の正常な機能の維持対策案への適用の

可能性について検討する。
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(4) 水系間導水

水量に余裕のある他水系から導水することで水源とする。

（検討の考え方）
筑後川水系に隣接する水系において水利用状況、流況の特性等を考慮した上で、流水の正常な機能

の維持対策案への適用の可能性について検討する。

水系間導水（イメージ）
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(5) 地下水取水

伏流水や河川水に影響を与えないよう配慮しつつ、井戸の新設等により、水源とする。

（検討の考え方）
筑後川流域において、効果の発現場所、土地利用状況等を考慮した上で、流水の正常な機能の維持対

策案への適用の可能性について検討する。

平成22年度版 日本の水資源を基に作成

井戸の新設（イメージ）

平野部では、高度経済成長期の地下水の過剰採取により
地盤沈下が激化したことから、地下水の採取を規制する

法律や多くの条例・要綱等が制定されています。
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(6) ため池（取水後の貯留施設を含む）

主に雨水や地区内流水を貯留するため池を設置することで水源とする。

（検討の考え方）
筑後川流域において、効果の発現場所、土地利用状況等を考慮した上で、流水の正常な機能の維持対策

案への適用の可能性について検討する。

花宗ため池（八女市黒木町犬山 ）
【所管：水土里ネット福岡（土地改良区）】
農業用のため池であり、約329万ｍ3 の貯水量を有する。
福岡県南広域水道企業団の原水調整池でもある。

（出典：福岡県南広域水道企業団ホームページ）

ため池（イメージ）
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福岡地区水道企業団 海水淡水化センター（まみずピア）

(7) 海水淡水化

海水を淡水化する施設を設置し、水源とする。

●高圧RO膜設備

●UF膜設備

（出典：福岡地区水道企業団ホームページ）

取水施設概要

システム概要

（検討の考え方）
筑後川流域において、施設の立地条件等を考慮した上で、流水の正常な機能の維持対策案への適用の可

能性について検討する。
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(8) 水源林の保全

主にその土壌の働きにより、雨水を地中に浸透させ、ゆっくりと流出させるという水源林の

持つ機能を保全し、河川流況の安定化を期待する。

※今後の治水対策のあり方に関する有識者会議資料より

（検討の考え方）
筑後川流域において、森林の現状を考慮した上で、流水の正常な機能の維持対策案への適用の可能性

について検討する。

水源林の保全（イメージ）
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(9) ダム使用権等の振替

需要が発生しておらず、水利権が付与されていないダム使用権等を必要な者に振り替える。

ダム使用権等で
確保している開発量

現時点での水利権量

新規水利権等の
必要量に振替

水利権が付与されていない
ダム使用権等

既設ダム

（検討の考え方）
筑後川流域において、筑後川水系に存在する既設ダムの実態を考慮した上で、流水の正常な機能の維持

対策案への適用の可能性について検討する。

ダム使用権等の振替（イメージ）
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(10) 既得水利の合理化・転用

用水路の漏水対策、取水施設の改良等による用水の使用量の削減、農地面積の減少、産業構造

の変革等に伴う需要減分を、他の必要とする用途に転用する。

（検討の考え方）
筑後川流域の水利用、土地利用の状況等を考慮した上で、流水の正常な機能の維持対策案への適用の

可能性について検討する。

既得水利の合理化・転用（イメージ）
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(11) 渇水調整の強化

渇水調整協議会の機能を強化し、渇水時に被害を最小とするような取水制限を行う。

筑後川水系渇水調整連絡会

河川管理者

関係行政機関地方公共団体

関係利水者

・取水量の削減
・取水の中止
・ダム放流量の調整 等
種々の措置、指導、要請等を実施

河川法より抜粋
（渇水時における水利使用の調整）

第五十三条 異常な渇水により、許可に係る水利使用が困難となり、又は困難となるおそれがある場合においては、水利使用の
許可を受けた者（以下この款において「水利使用者」という。）は、相互にその水利使用の調整について必要な協議を行うよ
うに努めなければならない。この場合において、河川管理者は、当該協議が円滑に行われるようにするため、水利使用の調整
に関して必要な情報の提供に努めなければならない。

２ 前項の協議を行うに当たっては、水利使用者は、相互に他の水利使用を尊重しなければならない。

３ 河川管理者は、第一項の協議が成立しない場合において、水利使用者から申請があつたとき、又は緊急に水利使用の調整を
行わなければ公共の利益に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、水利使用の調整に関して必要なあっせん又
は調停を行うことができる。

（検討の考え方）
筑後川水系の水利用の状況を考慮した上で、流水の正常な機能の維持対策案への適用の可能性について

検討する。なお、筑後川水系ではこれまでも関係者により渇水調整が行われてきている。
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(12) 節水対策

節水コマなど節水機器の普及、節水運動の推進、工場における回収率の向上等により、水需

要の抑制を図る。

（検討の考え方）
筑後川流域の水利用、節水の取り組み状況を考慮した上で、流水の正常な機能の維持対策案への適用の可

能性について検討する。

節水対策（イメージ）



19

(13) 雨水・中水利用

雨水利用の推進、中水利用施設の整備、下水処理水利用の推進により、河川水・地下水を水

源とする水需要の抑制を図る。

（出典：国土交通省 水管理・国土保全局ホームページ）

（検討の考え方）
筑後川流域の雨水、中水利用の状況や、下水処理水利用の状況を考慮した上で、流水の正常な機能の維

持対策案への適用の可能性について検討する。

雨水・中水利用（イメージ）



「流水の正常な機能の維持」に関する
複数の対策案の立案について



１．筑後川流域には33基のダム等が存在しており、補給地点よりも上流に位置する（20基）ダム等を対象に、対
策案の立案の既存のダムを活用する方策である｢ダム再開発(かさ上げ・掘削)｣「他用途ダム容量買い上
げ」を1）～3）の考え方で検討する。

既存のダム活用対策（ダム再開発（かさ上げ・掘削）、他用途ダム容量の買い上げ）等の考え方

◆筑後川水系のダム一覧

補給地点（瀬ノ下）よりも下流に位置するダム等補給地点（瀬ノ下）よりも上流に位置するダム等
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1 ○ ○ ○ ○ 18 ○

2 ○ ○ ○ 19 ○

3 ○ ○ ○ 20 ○

4 ○ 21 ○

5 ○ ○ ○ 22 ○

6 ○ ○ ○ ○ 23 ○

7 ○ ○ ○ 24 ○

8 ○ ○ 25 ○

9 ○ ○ 26 ○

10 ○ ○ ○ 27 ○

11 ○ 28 ○

12 ○ 29 ○

13 ○ ○ 30 ○ ○

14 ○ 31 ○

15 ○ 32 ○

16 ○ 33 ○

17 ○

No ダム名 河川

津江川 アーチ 国土交通省

松原ダム 筑後川 重力 国土交通省

下筌ダム

工
業
用
水

発
　
電

農
地
防
災

型式

目　　　　　的

管理者
洪
水
調
節

不
特
定

か
ん
が
い

上
水
道

水資源機構山口調整池 兎ヶ原川 ロック

水資源機構大山ダム 赤石川 重力

筑後大堰 筑後川 河口堰 水資源機構

寺内ダム 佐田川 ロック 水資源機構

水資源機構江川ダム 小石原川 重力

福岡県山神ダム 山口川 重力+ロック

藤波ダム 巨瀬川 ロック 福岡県

福岡県合所ダム 隈上川 ロック

大木川 アース 鳥栖市

筑紫野市

大分県

本谷池ダム 山家川 アース

松木ダム 松木川 重力

千倉ダム 千倉川 アース

アース

金丸溜池 山下川 アース

長延川 アース

水利組合

土地改良区

水利組合亀の甲溜池 山下川 アース

綾部地区

牧の池溜池 天神川 アース

高瀬川 重力 九州電力（株）高瀬川ダム

九州電力（株）地蔵原ダム

香田地区新堤 寒水川

広川町

寺山（乙）ダム 長延川 アース

湯の谷溜池 曽根田川 アース 整理組合

アース 利水組合

神籠池ダム 巨勢川 アース

夜明ダム 筑後川 重力

広川町

高良谷ダム

管理組合香田第１溜池 寒水川 アース

地蔵原川 アース

女子畑第２調整池 玖珠川 重力 九州電力（株）

河内防災ダム

九州電力（株）

管理者
洪
水
調
節

不
特
定

か
ん
が
い

上
水
道

工
業
用
水

発
　
電

農
地
防
災

No ダム名 河川 型式

目　　　　　的

利水組合

寺山（甲）ダム 長延川

アース 広川町

不日見（甲）ダム 広川 アース

香田地区香田第２溜池 山ノ内川 アース

広川町

広川防災ダム 広川 ロック 広川町

兎谷ダム 長延川 アース

広川町

雨降ダム 広川



1）｢ダム再開発（かさ上げ）｣

・｢ダム再開発（かさ上げ）｣については、かさ上げが可能なダム型式（重力式ダム）のダム等（7基）を抽出した。ここ
で、ダムの型式や周辺地形から、有効貯水容量が少ないダムでは、かさ上げで確保できる容量が少なく、必要な
容量を確保するには、より多くのダムをかさ上げすることとなり非効率であるため、抽出したダムの中から有効貯
水容量が少ないダム等（4基）を除外して、松原ダム、大山ダム、江川ダムの3ダムを検討の対象とした。

◇ダム再開発（かさ上げ）対象ダム

22

既存のダム活用対策（ダム再開発（かさ上げ・掘削）、他用途ダム容量の買い上げ）等の考え方

1 ○ ○ ○ ○
3 ○ ○ ○
6 ○ ○ ○
11 ○
14 ○
16 ○
17 ○

女子畑第２調整池
高瀬川ダム
夜明ダム

No ダム名

松原ダム
大山ダム
江川ダム
松木ダム

型式

目 　　　　的

堤高
（m）

総貯水
容量

（万m
3
）

有効貯水
容量

（万m
3
）

ダム管理者
洪
水
調
節

不
特
定

か
ん
が
い

上
水
道

工
業
用
水

発
　
電

国土交通省
重力 99.0 1,960 1,800 水資源機構
重力 83.0 5,460 4,710

重力 48.5 130 73 大分県
重力 79.2 2,530 2,400 水資源機構

重力 25.6 27 24 九州電力（株）
重力 34.3 39 11 九州電力（株）

重力 15.0 405 79 九州電力（株）



2）｢ダム再開発（掘削）｣
・｢ダム再開発（掘削）｣については、1）と同様に貯留効果を勘案して、総貯水容量、有効貯水容量等が大きいダム

等（９基）を抽出した。この中から総掘削量に対する新規確保容量の割合が低いダム（2基）を除外し、大山ダム、
江川ダム、寺内ダム、筑後大堰、合所ダム、藤波ダム、山神ダムの７ダム等を検討の対象とした。

◇ダム再開発（掘削）対象ダム
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既存のダム活用対策（ダム再開発（かさ上げ・掘削）、他用途ダム容量の買い上げ）等の考え方

1 ○ ○ ○ ○
2 ○ ○ ○
3 ○ ○ ○
5 ○ ○ ○
6 ○ ○ ○ ○
7 ○ ○ ○
8 ○ ○
9 ○ ○
10 ○ ○ ○

No ダム名
有効貯水
容　　量

（万m3）

総掘削量

（万m3）

10% 国土交通省

上
水
道

工
業
用
水

発
　
電

総貯水
容　量

（万m3）

松原ダム 4,710 700 705,460

78% 水資源機構
下筌ダム 5,230 620 405,930 6% 国土交通省
大山ダム 1,800 90 701,960

100% 水資源機構江川ダム 2,400 90 902,530

27% 水資源機構
寺内ダム 1,600 80 701,800 88% 水資源機構
筑後大堰 93 114 31550

新規確保
容　　量

（万m3）

掘削
効率

ダム管理者
洪
水
調
節

不
特
定

か
ん
が
い ① ② ②÷①

目 　　　　的

福岡県
藤波ダム 295 245 35 10 29% 福岡県
合所ダム 766 670 150 150 100%

福岡県山神ダム 298 280 45 30 67%



3） ｢他用途ダム容量の買い上げ｣

・ 「他用途ダム容量の買い上げ（利水容量）」については、利水容量を有するダム等（１８基）を抽出した。この中か
ら利水容量が大きいダム等を優先して組み合わせを行い、必要な開発量を確保できるダム等（８基）を抽出し、江
川ダム単独、寺内ダム・合所ダムの組み合わせ、大山ダム・山口調整池・地蔵原ダム・筑後大堰・夜明ダムの組み
合わせを検討の対象とした。

・ 「他用途ダム容量の買い上げ（渇水対策容量）」については、渇水対策容量を有する小石原川ダムを対象とし、必
要な開発量を確保する。

5 ○ ○ ○
6 ○ ○ ○ ○
8 ○ ○
3 ○ ○ ○
4 ○
15 ○
7 ○ ○ ○
17 ○
10 ○ ○ ○
11 ○
19 ○
20 ○
1 ○ ○ ○ ○
16 ○
13 ○ ○
18 ○
14 ○
12 ○

11
10

2
1

8
7
6
5
4
3

374

11
15
18
24
40
56

貯水池
掘削対象
抽出ダム

-
-
-
-
-
-
-
-
-

18
17
16
15
14
13
12

-
515.1
-

4.5
513.0
491.0

本谷池ダム

松木ダム 25.0

河内防災ダム
高瀬川ダム 27.3

33.6
42.0
51.0
30.0

大山ダム

寺内ダム
江川ダム

山神ダム 9.1
夜明ダム 1440.0
筑後大堰 2315.0
地蔵原ダム 6.1

405.0

山口調整池 (1.4)

79.0 79 九州電力（株）

1,377

抽出
550

2.0

松原ダム 5,460
千倉ダム 56.72.3
牧溜池 62.0-

11.3
15.0

110.2

2.0
女子畑第２調整池 39.2
湯の谷溜池 15.0

24.0
4,710
56.1
62.0

2

福岡県
130 73 73 大分県

-9298 280 73

筑紫野市
九州電力（株）

整理組合
鳥栖市

九州電力（株）

国土交通省
土地改良区
水利組合62

199.5

93 93 抽出

水資源機構
185.8 184.6 185 九州電力（株）抽出

抽出

水資源機構

400 390 390

福岡県
1,960 1,800 630 水資源機構

1,500

抽出
合所ダム 766 670 670 抽出

管理者
洪
水
調
節

不
特
定

か
ん
が
い

上
水
道

工
業
用
水

発
　
電

水資源機構
1,800 1,600 830 水資源機構抽出

抽出2,530 2,400 2,400 2,400

※2
組み合わせ

等の
優先順位

（利水容量
が大きい
順位）

No ダム名
総貯水
容　量

（万m3）

有効貯水
容　　量

（万m3）

目　　　　　的

農
地
防
災

流域面積

（km2）

※1
利水容量

（万m3）

組み合わせ
等による

利水容量計
（万m3）

◇利水容量の買い上げ対象ダム
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既存のダム活用対策（ダム再開発（かさ上げ・掘削）、他用途ダム容量の買い上げ）等の考え方

※1 上表の利水容量は、不特定容量を含まない容量である。 ※2 ダム等の順番は、利水容量の大きい順番としている。

洪
水
調
節

不
特
定

か
ん
が
い

上
水
道

工
業
用
水

発
　
電

農
地
防
災

上水道
容　量

（万m3）

不特定
容　量

（万m3）

小石原川ダム ○ ○ ○ 20.5 4,000 3,910 410 460 1,170 1,870 水資源機構

管理者

目　　　　　　　的

ダム名
流域面積

（km2）

総貯水
容　量

（万m3）

有効貯水
容　　　量

（万m3）

洪水調節
容　　　量
（万m3）

利水容量

渇水対策
容　　　量
（万m3）



４）｢ダム使用権等の振替｣については、振り替え可能なダム使用権等が存在しないことから、対策案の検討
において組み合わせの対象として採用しない。さらに、｢既得水利の合理化・転用｣については、筑後川水
系の既得水利権の状況を確認したところ、合理化・転用に活用できるものはないことから、対策案の検討
において組み合わせの対象として採用しない。

５）｢水源林の保全｣、｢渇水調整の強化｣、｢節水対策｣、｢雨水・中水利用｣については、水資源管理を行う上
でそれぞれが大切な方策であるため、全ての対策案に採用する。ただし、効果をあらかじめ定量的に見込
むことは困難である。
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既存のダム活用対策（ダム再開発（かさ上げ・掘削）、他用途ダム容量の買い上げ）等の考え方



●流水の正常な機能の維持（ダム群連携事業）　※本川（瀬ノ下）を対象

細目※１に示されている方策 方 策 の 概 要 適 用 性

　筑後川水系ダム群連携 　導水路を新設し、既設ダムの有効活用を図ることで水源とする。 　検証対象事業

　１．河道外貯留施設（貯水池） 　河道外に貯水池を設け、河川の流水を導水し、貯留することで水源とする。
　適用する
（補給地点（瀬ノ下）の上流域で、周辺補償物件が少ない筑後川中流部沿川を対象）

　２．ダム再開発（かさ上げ・掘削） 　既存のダムをかさ上げあるいは掘削することで容量を確保し、水源とする。

　適用する
（かさ上げについては、ダムの型式、地形特性を踏まえ、松原ダム、大山ダム、江川ダムの３ダムを
対象。
　掘削については、貯水池周辺の地形特性を踏まえ、大山ダム、江川ダム、寺内ダム、筑後大堰、合
所ダム、藤波ダム、山神ダムの７ダムを対象。）

　３．他用途ダム容量の買い上げ 　既存のダムの他の用途のダム容量を買い上げて利水容量とすることで水源とする。

　適用する
（他用途ダム容量の買い上げ（利水容量）については、利水容量が大きいダム等から優先して組み合
わせを行い、江川ダム単独、寺内ダム・合所ダムの組み合わせ、大山ダム・山口調整池・地蔵原ダ
ム・筑後大堰・夜明ダムの組み合わせを対象。
　他用途ダム容量の買い上げ（渇水対策容量）については、小石原川ダムを対象）

　４．水系間導水 　水量に余裕のある他水系から導水することで水源とする。
　適用する
（筑後川と隣接する河川を対象）

　５．地下水取水
　伏流水や河川水に影響を与えないよう配慮しつつ、井戸の新設等により、水源とす
る。

　適用する
（筑後川流域において、井戸の新設による地下水取水を対象）

　６．ため池(取水後の貯留施設を含む) 　主に雨水や地区内流水を貯留するため池を設置することで水源とする。
　適用する
（筑後川流域において、ため池の新設を対象）

　７．海水淡水化 　海水を淡水化する施設を設置し、水源とする。
　適用する
（筑後川河口付近の有明海沿岸部において、海水淡水化施設の新設を対象）

　８．水源林の保全
　主にその土壌の働きにより、雨水を地中に浸透させ、ゆっくりと流出させるという水
源林の持つ機能を保全し、河川流況の安定化を期待する。

　全ての対策案について共通して適用する
（効果量にかかわらず必要な方策。ただし、効果をあらかじめ定量的に見込むことは困難。）

　９．ダム使用権等の振替
　需要が発生しておらず、水利権が付与されていないダム使用権等を必要な者に振り替
える。

　振り替え可能なダム使用権等が存在しないため、対策案の検討において適用しない。

　10．既得水利の合理化・転用
　用水路の漏水対策、取水施設の改良等による用水の使用量の削減、農地面積の減少、
産業構造の変革等に伴う需要減分を、他の必要とする用途に転用する。

　筑後川水系の既得水利権の状況を確認したところ、合理化・転用に活用できるものはないことか
ら、対策案の検討において適用しない。

　11．渇水調整の強化 　渇水調整協議会の機能を強化し、渇水時に被害を 小とするような取水制限を行う。
　全ての対策案について共通して適用する
（効果量にかかわらず必要な方策。ただし、効果をあらかじめ定量的に見込むことは困難。）

　12．節水対策
　節水コマなど節水機器の普及、節水運動の推進、工場における回収率の向上等によ
り、水需要の抑制を図る。

　全ての対策案について共通して適用する
（効果量にかかわらず必要な方策。ただし、効果をあらかじめ定量的に見込むことは困難。）

　13．雨水・中水利用
　雨水利用の推進、中水利用施設の整備、下水道処理水利用の推進により、河川水・地
下水を水源とする水需要の抑制を図る。

　全ての対策案について共通して適用する
（効果量にかかわらず必要な方策。ただし、効果をあらかじめ定量的に見込むことは困難。）

供
　
給
　
面
　
で
　
の
　
対
　
応

　
需
要
面
・
供
給
面
で
の

　
　
総
合
的
な
対
応
が
必
要
な
も
の

26

方策の適用性について（流水の正常な機能の維持対策案）

水資源管理を行う上で大切な方策であることから、
全ての対策案に採用した方策

今回の検討において組み合わせの対象と
ている方策

今回の検討において組み合わせの対象と
しなかった方策

※１ 細目とは、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」を指す



１．複数の流水の正常な機能の維持対策案は「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に
示された方策のうち、筑後川に適用可能な方策を組み合わせる。

２．流水の正常な機能の維持対策案は、単独方策で効果を発揮できる対策案及び複数方策で効果を発揮でき
る対策案について検討する。

３．代表的な方策別にグループ化し、流水の正常な機能の維持対策案を検討する。グループ化の考え方は以
下のとおり。

●グループ１：施設の新設による案
施設の新設による案として、新規施設に必要な開発量を確保するため｢河道外貯留施設（貯水池）｣、｢水系間導水｣、

｢地下水取水｣、｢ため池｣、｢海水淡水化｣ を検討する。
※単独方策として必要な開発量を確保できない場合には、他の案との組み合わせが必要となるためグループ３にて組み合わせる。

●グループ２：既存施設を有効活用する案
既存施設を有効活用する案として、既存施設に必要な開発量を確保するため｢ダム再開発（かさ上げ・掘削）｣、「他

用途ダム容量買い上げ」を検討する。
※単独方策として必要な開発量を確保できない場合には、他の案との組み合わせが必要となるためグループ３にて組み合わせる。

●グループ３：複数の方策を組み合わせる案
単独方策として必要な開発量を確保できない「水系間導水」、「ダム再開発（掘削）」、「他用途ダム容量買い上げ

（渇水対策容量）」は、事業量や施設規模からコスト的に優位と見込まれる｢ダム再開発（かさ上げ）｣と組み合わせる。

流水の正常な機能の維持対策案の組み合わせの考え方
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流水の正常な機能の維持対策案選定の一覧表

組み合わせは、各方策の筑後川流域への適用性の検討結果を踏まえたものとする。

1) 施設の新設による案 …〔対策案(１)～(４)〕

2) 既存施設を有効活用する案 …〔対策案(５)～(８)〕

3) 複数の方策を組み合わせる案 …〔対策案(９)～(11)〕
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現計画 対策案（１） 対策案（２） 対策案（３） 対策案（４） 対策案（５） 対策案（６） 対策案（７） 対策案（８） 対策案（９） 対策案（１０） 対策案（１１）

筑後川水系ダム群連携

河道外貯留施設

（貯水池）

水系間導水

ダム再開発

（大山ダムかさ上げ）

ダム再開発

（大山ダムかさ上げ）

ダム再開発

（大山ダムかさ上げ）

ダム再開発

（大山ダムかさ上げ）

ダム再開発

（松原ダムかさ上げ）

ダム再開発

（松原ダムかさ上げ）

ダム再開発

（松原ダムかさ上げ）

ダム再開発

（松原ダムかさ上げ）

ダム再開発

（江川ダムかさ上げ）

ダム再開発

(江川ダムかさ上げ）

ダム再開発

（既設7ダムの

貯水池の掘削）

他用途ダム

容量買い上げ

（江川ダム利水容量）

他用途ダム

容量買い上げ

（既設2ダム利水容量）

他用途ダム

容量買い上げ

（既設5ダム利水容量）

他用途ダム

容量買い上げ

（小i石原川ダム

渇水対策容量）

地下水取水

ため池

海水淡水化

※：ここに記載する方策は、水資源管理を行う上で大切な方策であることから、全ての対策案に採用している。 ：単独方策で必要な容量を確保できない方策

：単独方策で必要な容量を確保できない場合に組み合わせる方策

需要面・供給面で

の総合的な対応が

必要なもの

渇水調整の強化、節水対策、雨水・中水利用　※

供給面での対応

（河川区域内）

供給面での対応

（河川区域外）

水源林の保全　※

●グループ１） ●グループ３）●グループ２）



【現計画の概要】

■導水施設の新設と既存のダム等の有効活用によって必要量を確保する。
・筑後川本川から佐田川への導水施設を建設することにより、河川整備計画の目標に必要な開発量（瀬ノ下：小石原川ダム完成後の

流況における河川流量40ｍ3/s の不足量の全て）を確保する。

現計画 筑後川水系ダム群連携

■諸元
型 式：導水路
延 長：約20km
導水量： 大2.0ｍ3/ｓ
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瀬ノ下

：河道外貯留施設の想定範囲

：補給地点

◇対策案概略位置図

凡例

【対策案の概要】
■筑後川中流域において、河道外貯留施設（貯水池）を新設することに

よって必要な開発量を確保する。
・設置場所は、地形、土地利用状況、流況等を考慮し、補給地点より

上流域で家屋移転等が少ない現実的な場所を設定。
・河道外貯留施設は、取水ポンプ、周囲堤、放流施設の整備等を実施する。
・河道外貯留施設（貯水池）の用地取得、家屋等移転を行う。

≪対策案の内容≫

方 策 名 対 策 概 要

河道外貯留施設
筑後川中流域（筑後川40K付近）
容量：約1,360万ｍ3、面積：約220ha

対策案(1) 河道外貯留施設（貯水池）

※各対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※対策箇所や数量については、現時点のものであり、今後変更があり得るものである。

◇河道外貯留施設設置イメージ
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【対策案の概要】
■筑後川の流域内平野部および山間部において井戸を新設することによって

必要な開発量を確保する。
〈地下水取水〉
・設置場所は、「筑後・佐賀平野地盤沈下防止等対策要綱」（昭和60年４月、

関係閣僚会議決定）による対象地域（規制地区・観測地区）を対象外とし、
補給地点より上流域で設定。

・筑後川の平野部に存在する井戸の平均的な取水量※１である１箇所あたり
日量 500ｍ3 規模の井戸を新設する。

・必要な取水能力は日量約205万ｍ3（約23.7ｍ3／s）に相当する。
・各井戸の水は集約して送水し、筑後川本川までの送水管路（管路径φ350～

φ1500、管路延長約390km）等を整備する。
・井戸等施設の用地取得を行う。

≪対策案の内容≫

対策案(2) 地下水取水

方 策 名 対 策 概 要

地下水取水 日量 500ｍ3 規模の井戸を 4,104箇所に新設

※１ 全国地下水資料台帳（国土交通省）において、筑後川流域（福岡県内）
に存在する地下水取水井戸を対象に集計。

※ 各対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や
調整は行っていない。

※ 対策箇所や数量については、現時点のものであり、今後変更があり得るもの
である。

◇筑後・佐賀平野地盤沈下防止等対策要綱の対象地域等
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：地下水取水の想定範囲

：補給地点

◇対策案概略位置図

瀬ノ下

凡例



【対策案の概要】
■筑後川中流域において、ため池を新設することによって必要な開発量を確保する。
・設置場所は、地形、土地利用状況等を考慮し、補給地点より上流域で家屋

移転が生じない現実的な場所を設定。
・福岡県内の筑後川流域周辺部における一般的な容量である１箇所当たり

約２万ｍ3 規模のため池を新設する。

・各ため池の水は集約して送水し、補給地点までの送水管路（管路径φ350～

φ1500、管路延長約230km）等を整備する。
・ため池等施設の用地取得を行う。

≪対策案の内容≫

対策案(3) ため池

※水土里情報システムのデータを基に集計
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母　数：797個

平均値：16,431ｍ3

　※極端に大きな花宗溜池（3,289,000ｍ3）、
　　容量不明の溜池を除外して集計

方 策 名 対 策 概 要

ため池
ため池を 680箇所に新設
合計容量：約1,360万ｍ3、合計面積：約630ha

◇筑後川流域（福岡県内）におけるため池の分布

（出典）水土里情報システムによる図を基に作成

小石原川

佐田川

：筑後川流域界
：ため池
：補給地点

※各対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※対策箇所や数量については、現時点のものであり、今後変更があり得るものである。
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◇対策案概略位置図

：ため池の想定範囲

：補給地点

瀬ノ下

凡例



【対策案の概要】
■有明海沿岸に海水淡水化施設を新設することによって必要な開発量を確保

する。
〈海水淡水化〉
・設置場所は、地理的に補給地点に近い有明海沿岸の筑後川河口部で設定。
・必要な取水規模は日量約205万ｍ3（約23.7ｍ3／s）に相当する。
・海水淡水化施設及び補給地点（瀬ノ下）までの導水路（管路径φ2,700×

２条、延長約26km、揚程約７ｍ）等を整備する。
・海水淡水化施設の用地取得を行う。

≪対策案の内容≫

対策案(4) 海水淡水化

方 策 名 対 策 概 要

海水淡水化 日量 205万ｍ3 規模の海水淡水化施設を新設

◇参考とした海水淡水化施設の概要

施設名称：海の中道奈多海水淡水化センター
敷地面積：約46,000ｍ2

給水能力：日 大50,000ｍ3

取水設備方式：浸透取水方式
プラント設備：逆浸透方式

福岡地区水道企業団ホームページより

※各対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は
行っていない。
※対策箇所や数量については、現時点のものであり、今後変更があり得るものである。
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：補給地点

：想定導水ルート

瀬ノ下

凡例

◇対策案概略位置図



【対策案の概要】
■松原ダム約３ｍ、大山ダム約16ｍ、江川ダム約10ｍかさ上げすることに

よって必要な開発量を確保する。
・かさ上げ高は、地形や地質等を考慮し、技術的に可能と考えられる 大高さ

を設定。
・かさ上げでは、堤体の補強、放流ゲート改築、周辺道路の付替等を実施する。
・かさ上げに伴う新たな水没地の用地取得、家屋等移転を行う。

≪対策案の内容≫

対策案(5) ダム再開発（松原・大山・江川ダムかさ上げ）

方 策 名 対 策 概 要

ダム再開発 松原ダムを約３ｍかさ上げ（容量 550万ｍ3 相当）

ダム再開発 大山ダムを約16ｍかさ上げ（容量 860万ｍ3 相当）

ダム再開発 江川ダムを約10ｍかさ上げ（容量 540万ｍ3 相当）

江川ダムの諸元等

堤 高：79.2ｍ
堤頂長：297.9ｍ
供用開始：昭和47年

農業
用水

両筑土地改良区

都市
用水

福岡市、朝倉市、
鳥栖市、福岡県南
広域水道企業団、
福岡地区水道企業
団、佐賀東部水道
企業団

◇かさ上げによる容量確保のイメージ◇かさ上げイメージ

大山ダムの諸元等

堤 高：94.0ｍ
堤頂長：370.0ｍ
供用開始：平成25年4月

洪水
調節

ダム下流の赤石川
及び筑後川沿川の
洪水被害軽減

都市
用水

福岡県南広域水道
企業団、福岡地区
水道企業団

流水の
正常な
機能の
維持

ダム下流赤石川及
び筑後川本川向け

（江川ダム）
（松原ダム）

※各対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※対策箇所や数量については、現時点のものであり、今後変更があり得るものである。 34

松原ダムの諸元等

堤 高：83.0ｍ
堤頂長：192.0ｍ
供用開始：昭和48年
再 開 発：昭和59年

洪水
調節

ダム下流筑後川沿
川の洪水被害軽減

水道 日田市

発電 九州電力㈱

流水の
正常な
機能の
維持

冬場（10/1～翌
3/31)の筑後川本
川向け

◇対策案概略位置図

瀬ノ下

：対象となる既存施設

：補給地点

凡例



【対策案の概要】
■江川ダムの利水容量の一部を買い上げることによって必要な開発量を確保

する。
・江川ダムの利水容量の買い上げに伴う補償を行う。

≪対策案の内容≫

◇他用途ダム容量買い上げによる容量確保のイメージ

方 策 名 対 策 概 要

他用途ダム容量
買い上げ

江川ダムの利水容量のうち約1,360万ｍ3 （利水容量の
約57%）を買い上げる

対策案(6) 他用途ダム容量買い上げ(江川ダムの利水容量)

※各対策案の立案にあたっては関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。
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江川ダムの諸元等

堤 高：79.2ｍ
堤頂長：297.9ｍ
供用開始：昭和47年

農業
用水

両筑土地改良区

都市
用水

福岡市、朝倉市、鳥栖市、
福岡県南広域水道企業団、
福岡地区水道企業団、
佐賀東部水道企業団

利水容量 2,400万m3

◇対策案概略位置図

瀬ノ下

：対象となる既存施設

：補給地点

凡例



【対策案の概要】
■寺内ダム・合所ダムの利水容量の全部あるいは一部を買い上げることに

よって、必要な開発量を確保する。
・寺内ダム・合所ダムの利水容量の買い上げに伴う補償を行う。

≪対策案の内容≫

◇他用途ダム容量買い上げによる容量確保のイメージ（全容量）

方 策 名 対 策 概 要

他用途ダム容
量買い上げ

寺内ダム・合所ダム利水容量のうち約1,360万ｍ3

（２ダム利水容量合計の約91%）を買い上げる

対策案(7) 他用途ダム容量買い上げ(寺内ダム・合所ダムの利水容量)

※各対策案の立案にあたっては関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。
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◇他用途ダム容量買い上げによる容量確保のイメージ（一部容量）

寺内ダムの諸元等

堤 高：83.0ｍ
堤頂長：420.0ｍ
供用開始：昭和53年

洪水調節
ダム下流の佐田川及び筑後
川沿川の洪水被害軽減

流水の正常な機
能の維持

ダム下流佐田川及び筑後川
本川向け

農業用水 両筑土地改良区

都市用水
鳥栖市、福岡地区水道企業
団、福岡県南広域水道企業
団、佐賀東部水道企業団

利水容量 830万m3

合所ダムの諸元等

堤 高：60.7ｍ
堤頂長：270.0ｍ
供用開始：平成2年

農業用水 耳納山麓土地改良区

都市用水
福岡地区水道企業団、福岡県
南広域水道企業団

利水容量 670万m3

◇対策案概略位置図

瀬ノ下

：対象となる既存施設

：補給地点

：対象となる既存施設

：補給地点

凡例



◇対策案概略位置図

瀬ノ下

：対象となる既存施設

：補給地点

：対象となる既存施設

：補給地点

【対策案の概要】
■大山ダム・山口調整池・地蔵原ダム・筑後大堰・夜明ダムの利水容量の

全部あるいは一部を買い上げることによって必要な開発量を確保する。
・大山ダム・山口調整池・地蔵原ダム・筑後大堰・夜明ダムの利水容量

の買い上げに伴う補償を行う。

≪対策案の内容≫

◇他用途ダム容量買い上げによる容量確保のイメージ（全容量）

方 策 名 対 策 概 要

他用途ダム容
量買い上げ

大山ダム・山口調整池・地蔵原ダム・筑後大堰・夜
明ダム利水容量のうち約1,360万ｍ3 （5ダム利水容量
合計の約99%）を買い上げる

対策案(8) 他用途ダム容量買い上げ(大山ダム・山口調整池・地蔵原ダム・筑後大堰・夜明ダムの利水容量)

※各対策案の立案にあたっては関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。
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◇他用途ダム容量買い上げによる容量確保のイメージ（一部容量）

山口調整池の諸元等
堤 高：60.0ｍ
堤頂長：326.0ｍ
供用開始：平成10年

都市
用水

福岡地区水道企業団、佐賀東部水道
企業団

利水容量 390万m3

地蔵原ダムの諸元等
堤 高：21.8ｍ
堤頂長：95.3ｍ
供用開始：大正11年

発電 九州電力 株式会社

利水容量 185万m3

夜明ダムの諸元等

堤 高：15.0ｍ
堤頂長：223.0ｍ
供用開始：昭和29年

発電 九州電力 株式会社

利水容量 79万m3

大山ダムの諸元等
堤 高：94.0ｍ
堤頂長：370.0ｍ
供用開始：平成25年4月

洪水
調節

ダム下流の赤石川及び
筑後川沿川の洪水被害軽減

都市
用水

福岡県南広域水道企業団、福岡地区
水道企業団

流水の正常な
機能の維持

ダム下流赤石川及び筑後川本川向け

利水容量 630万m3

筑後大堰の諸元等
堤 高：6.4ｍ
堤頂長：501.6ｍ
供用開始：昭和59年

洪水
調節

ダム下流筑後川沿川の洪水被害軽減

都市
用水

福岡地区水道企業団、福岡県南広域
水道企業団、佐賀東部水道企業団

流水の正常な
機能の維持

ダム下流筑後川本川向け

利水容量 93万m3

凡例



【対策案の概要】
■筑後川に隣接する大野川からの導水施設を新設するとともに、松原ダム

を約3ｍ、大山ダムを約13ｍかさ上げすることによって必要な開発量を
確保する。

＜水系間導水＞
・取水地点は、近隣の水系で も効率的な導水が可能と考えられる大野川

において、取水が可能な地点を設定。
・送水ルートは、大分県豊後大野市犬飼町付近で取水し、熊本県南小国

町満願寺付近に導水するルートを想定する。
・可能な導水能力は日量 約22万ｍ3 （約 2.5ｍ3／s）に相当する。
・導水路では、取水施設、取水・送水ポンプを整備する。なお、揚程差

が約700ｍとなることから、複数のポンプ施設、中継施設を整備する。
・取水施設、ポンプ施設等の用地取得を行う。

＜ダム再開発（かさ上げ）＞
・かさ上げ高は、地形や地質等を考慮し、技術的に可能と考えられる 大

高さを設定。
・かさ上げでは、堤体の補強、放流ゲート改築、周辺道路の付替等を実施。
・かさ上げに伴う新たな水没地の用地取得を行う。

≪対策案の内容≫

方 策 名 対 策 概 要

水系間導水
導水路(圧送) 約45km
導水路(自然流下) 約12km

ダム再開発
松原ダムを約３ｍかさ上げ
（容量 550万ｍ3 相当）

ダム再開発
大山ダムを約13ｍかさ上げ
（容量 690万ｍ3 相当）

対策案(9) 水系間導水＋ダム再開発（松原ダム・大山ダムかさ上げ）

※各対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※対策箇所や数量については、現時点のものであり、今後変更があり得るものである。
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松原ダムの諸元等

堤 高：83.0ｍ
堤頂長：192.0ｍ
供用開始：昭和48年
再 開 発：昭和59年

洪水
調節

ダム下流筑後川沿川の
洪水被害軽減

水道 日田市

発電 九州電力㈱

流水の正
常な機能
の維持

冬場（10/1～翌3/31)
の筑後川本川向け

◇かさ上げイメージ

大山ダムの諸元等

堤 高：94.0ｍ
堤頂長：370.0ｍ
供用開始：平成25年4月

洪水
調節

ダム下流の赤石川及び
筑後川沿川の洪水被害
軽減

都市
用水

福岡県南広域水道企業
団、福岡地区水道企業
団

流水の正
常な機能
の維持

ダム下流赤石川及び筑
後川本川向け

（松原ダム）

：補給地点

：かさ上げ対象となる既存施設

：水系間導水の想定ルート

（大山ダム）
◇かさ上げによる容量確保のイメージ

凡例

◇対策案概略位置図



【対策案の概要】
■筑後川流域内の既設７ダム（大山ダム、江川ダム、寺内ダム、筑後大堰、

合所ダム、藤波ダム、山神ダム）の貯水池を掘削するとともに、
松原ダムを約3ｍ、大山ダムを約14ｍかさ上げすることによって必要な開発量を
確保する。

・貯水池掘削は、周辺地形に影響を及ぼさず、効率的に掘削できるダムを設定。
・かさ上げ高は、地形や地質等を考慮し、技術的に可能と考えられる 大高さ

を設定。
・かさ上げでは、堤体の補強、放流ゲート改築、周辺道路の付替等を実施。
・かさ上げに伴う新たな水没地の用地取得を行う。
≪対策案の内容≫

対策案(10) ダム再開発(既設ダムの貯水池の掘削)＋ダム再開発（松原ダム・大山ダムかさ上げ）

方 策 名 対 策 概 要

ダム再開発
大山ダム･江川ダム･寺内ダム･筑後大堰･合所ダム･藤波ダ
ム･山神ダム貯水池の掘削
（容量 450万ｍ3 相当、全掘削量 600万ｍ3）

ダム再開発 松原ダムを約３ｍかさ上げ（容量 550万ｍ3 相当）

ダム再開発 大山ダムを約14ｍかさ上げ（容量 750万ｍ3 相当）

◇かさ上げイメージ

※各対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は
行っていない。

※対策箇所や数量については、現時点のものであり、今後変更があり得るものである。

◇江川ダム貯水池内掘削 概略位置図

：貯水池内掘削想定箇所
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松原ダムの諸元等

堤 高：83.0ｍ
堤頂長：192.0ｍ
供用開始：昭和48年
再 開 発：昭和59年

洪水
調節

ダム下流筑後川沿川の
洪水被害軽減

水道 日田市

発電 九州電力㈱

流水の正
常な機能
の維持

冬場（10/1～翌3/31)
の筑後川本川向け

大山ダムの諸元等

堤 高：94.0ｍ
堤頂長：370.0ｍ
供用開始：平成25年4月

洪水
調節

ダム下流の赤石川及び
筑後川沿川の洪水被害
軽減

都市
用水

福岡県南広域水道企業
団、福岡地区水道企業
団

流水の正
常な機能
の維持

ダム下流赤石川及び筑
後川本川向け

（松原ダム） （大山ダム）
◇かさ上げによる容量確保のイメージ

◇対策案概略位置図

：掘削の対象となる既存施設
：かさ上げの対象となる既存施設
：補給地点

瀬ノ下

凡例



【対策案の概要】
■小石原川ダムの渇水対策容量（渇水対策容量18,700千m3）を買上げるとともに、

大山ダム約7ｍかさ上げすることによって必要な開発量を確保する。
なお、小石原川ダムの渇水対策容量の代替施設として、松原ダム約３ｍ、
大山ダム約9ｍ（合計16ｍ）、江川ダム約13ｍかさ上げすることによって
必要な開発量を確保する。

＜小石原川ダム渇水対策容量買い上げ＞
・小石原川ダムの渇水対策容量（渇水対策容量18,700千m3）を買上げる。
＜ダムかさ上げ＞
・かさ上げ高は、地形や地質等を考慮し、技術的に可能と考えられる 大高さ

を設定。
・かさ上げでは、堤体の補強、放流ゲート改築、周辺道路の付替等を実施する。
・かさ上げに伴う新たな水没地の用地取得を行う。
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対策案(11)小石原川ダム渇水対策容量買い上げ＋ダム再開発（大山ダムかさ上げ）

方 策 名 対 策 概 要

他用途ダム容量買い上げ 渇水対策容量買い上げ（容量：約1,870万ｍ3相当）

ダム再開発 大山ダムを約７ｍかさ上げ（容量 340万ｍ3 相当）

渇水対策容量の代替

ダム再開発 松原ダムを約３ｍかさ上げ（容量 550万ｍ3 相当）

ダム再開発 大山ダムを約９ｍかさ上げ（容量 520万ｍ3 相当）

ダム再開発 江川ダムを約13ｍかさ上げ（容量 800万ｍ3 相当）

江川ダムの諸元等

堤 高：79.2ｍ
堤頂長：297.9ｍ
供用開始：昭和47年

農業
用水

両筑土地改良区

都市
用水

福岡市、朝倉市、鳥栖市、
福岡県南広域水道企業団、
福岡地区水道企業団、佐賀
東部水道企業団

◇かさ上げによる容量確保のイメージ◇かさ上げイメージ

大山ダムの諸元等

堤 高：94.0ｍ 堤頂長：370.0ｍ
供用開始：平成25年4月

洪水
調節

ダム下流の赤石川及び筑後
川沿川の洪水被害軽減

都市
用水

福岡県南広域水道企業団、
福岡地区水道企業団

流水の正常な
機能の維持

ダム下流赤石川及び筑後川
本川向け

（江川ダム）

（松原ダム）

※各対策案の立案にあたっては、関係
機関や地権者等の関係者との事前協
議や調整は行っていない。

※対策箇所や数量については、現時点
のものであり、今後変更があり得る
ものである。

松原ダムの諸元等

堤 高：83.0ｍ 堤頂長：192.0ｍ
供用開始：昭和48年
再 開 発：昭和59年

洪水
調節

ダム下流筑後川沿川の洪
水被害軽減

水道 日田市

発電 九州電力㈱

流水の正常な
機能の維持

冬場（10/1～翌3/31)の筑
後川本川向け

◇対策案概略位置図

瀬ノ下

：対象となる既存施設

：補給地点

凡例

◇他用途ダム容量買い上げによる容量確保の
イメージ（一部容量）（大山ダム）

≪対策案の内容≫

〔松原ダムかさ上げ＋大山ダムかさ上げ＋江川ダムかさ上げ〕



【全ての対策案に採用した方策】 水源林の保全

：森林

◇筑後川流域の森林分布状況

筑後川流域は、山林が全体の約56％を占め、水田や畑等の
耕地が約20％、宅地等が約24％の割合となっている。
出典：第９回河川現況調査（基準年平成17年）

【方策の概要】
・主にその土壌の働きにより、雨水を地中に浸透させ、ゆっくりと流出させるという水源林の持つ機能を保全し、河川流況の安定化
を期待する。

・水源林の保全は、効果をあらかじめ定量的に見込むことはできないが、水資源管理を行う上で大切な方策である。
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福岡県

佐賀県

大分県

熊本県



【方策の概要】
・渇水調整協議会の機能を強化し、渇水時に被害を 小とするような取水制限を行う。
・筑後川水系ではこれまでも関係者により渇水調整が行われてきている。
・渇水調整の強化は、水資源管理を行う上で大切な方策である。ただし、効果をあらかじめ定量的に見込むことは困難である。

【全ての対策案に採用した方策】 渇水調整の強化

河川管理者

関係行政機関地方公共団体

関係利水者

・取水量の削減
・取水の中止
・ダム放流量の調整 等
種々の措置、指導、要請等を実施

河川法より抜粋
（渇水時における水利使用の調整）

第五十三条 異常な渇水により、許可に係る水利使用が困難となり、又は困難となるおそれがある場合においては、水利使用の許可を受けた者（以下この款
において「水利使用者」という。）は、相互にその水利使用の調整について必要な協議を行うように努めなければならない。この場合において、河川管理
者は、当該協議が円滑に行われるようにするため、水利使用の調整に関して必要な情報の提供に努めなければならない。

２ 前項の協議を行うに当たっては、水利使用者は、相互に他の水利使用を尊重しなければならない。

３ 河川管理者は、第一項の協議が成立しない場合において、水利使用者から申請があつたとき、又は緊急に水利使用の調整を行わなければ公共の利益に重
大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、水利使用の調整に関して必要なあっせん又は調停を行うことができる。

筑後川水系渇水調整連絡会（平成27年5月27日）
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【方策の概要】
・節水コマなど節水機器の普及、節水運動の推進、工場における回収率の向上等により、水需要の抑制を図る。
・自己水源に乏しく過去の大渇水を経験している福岡都市圏は節水対策が進んできている。
・節水対策は、水資源管理を行う上で大切な方策である。ただし、 終利用者の意向に依存するため、あらかじめ効果を定量的に見
込むことは困難である。

【全ての対策案に採用した方策】 節水対策

節水シンボルマーク
（福岡市）

節水型都市づくりの取り組み（福岡市）

節水の啓発活動

【上水道事業体】
・節水を促す垂幕、ポスター
等の掲示

・公用車にパネル等を掲示
・広報車の巡回PR
・配水圧力の調整
・学校・大口使用者へのPR
・職員への周知

【工業用水道事業体】
・文書による節水協力依頼
・企業庁HPによる情報提供

【農水土地改良区】
・節水通知文書の送付
・配水車輌へPR
ステッカーを貼付

・水源状況送付（FAX）

【工場】
・回収水の利用
・雑用水の節水

事業主体等の節水活動

漏水防止対策（両筑平野用水の取り組み）

管水路の老朽化による漏水事故等を防ぐため、トンネルの老
朽化が著しい部分においては、トンネル内面から補強、補修を
行っている。

節水PRキャンペーン（福岡県南広域水道企業団）
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【方策の概要】
・雨水利用の推進、中水利用施設の整備、下水処理水利用の推進によって、河川水・地下水を水源とする水需要の抑制を図る。
・自己水源に乏しく過去の大渇水を経験している福岡都市圏は、雨水利用や再生水利用を推進している。
・雨水・中水利用は、水資源管理を行う上で大切な方策である。ただし、 終利用者の意向に依存するため、あらかじめ効果を定量
的に見込むことは困難である。

【全ての対策案に採用した方策】 雨水・中水利用

再生水利用の推進（福岡市）

福岡県ホームページより

雨水利用の推進（福岡市）

福岡県ホームページより
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概略評価による「流水の正常な機能の維持」
に関する対策案の抽出について



・今回提示した複数の流水の正常な機能の維持対策案（11案）について、各グループ内で も妥当な案を

抽出する。

・比較はコストを重視し、コスト的に も有利な流水の正常な機能の維持対策案を選定する。

・同程度のコストとなる流水の正常な機能の維持対策案がある場合は、対策案の実施に伴う新たな補償

（用地買収、家屋移転、道路の付け替え）が少なく、できるだけ不確定要素を含まない流水の正常な機

能の維持対策案を選定する。

【流水の正常な機能の維持対策案の各グループ】

●現計画：筑後川水系ダム群連携

●グループ１：施設の新設による案 ４案〔対策案(１)～(４)〕

●グループ２：既存施設を有効活用する案 ４案〔対策案(５)～(８)〕

●グループ３：複数の方策を組み合わせる案 ３案〔対策案(９)～(11)〕

概略評価による流水の正常な機能の維持対策案の抽出の考え方
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概略評価による流水の正常な機能の維持対策案の抽出（案）

(1) 約 1,700 ○

(2) 約 3,600 × 対策案(1)と比べてコストが高い。

(3) 約 5,100 × 対策案(1)と比べてコストが高い。

(4) 約 7,300 × 対策案(1)と比べてコストが高い。

(5) 約 1,600 ○

(6) 不確定 ○※ 利水者への意見聴取を行うことから、判定結果は未確定。

(7) 不確定 ○
※ 利水者への意見聴取を行うことから、判定結果は未確定。

(8) 不確定 ○
※ 利水者への意見聴取を行うことから、判定結果は未確定。

(9) 約 2,400 × 対策案(10)と比べてコストが高い。

(10) 約 1,600 ○

(11) 約 1,700 × 対策案(10)と比べてコストが高い。

概略評価による抽出

概算事業費
（億円）

判定 不適当と考えられる内容

他用途ダム容量の買い上げ
(大山ダム・山口調整池・地蔵原ダム・筑後大堰・夜明
ダムの利水容量買い上げ)

海水淡水化

ダム再開発
（松原ダム・大山ダム・江川ダムかさ上げ）

流水の正常な機能の維持対策案（実施内容）

グループ１）
施設の新設による案

河道外貯留施設（貯水池）

地下水取水

他用途ダム容量の買い上げ
(江川ダム利水容量買い上げ)

ため池

グループ２）
既存施設を有効活用
する案

他用途ダム容量の買い上げ
(寺内ダム・合所ダム利水容量買い上げ)

ダム再開発（既設ダムの貯水池掘削）
+ダム再開発(松原ダム・大山ダムかさ上げ)

他用途ダム容量の買い上げ
（小石原川ダム渇水対策容量の買い上げ）
+ダム再開発(大山ダムかさ上げ)
〔松原ダム・大山ダム・江川ダムかさ上げ〕

水系間導水
+ダム再開発(松原ダム・大山ダムかさ上げ)

グループ３）
複数の方策を組み
合わせる案
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評価軸と評価の考え方

●新規利水の観点からの評価軸と評価の考え方に準拠して検討を進める。

第12回今後の治水対策のあり方に関する有識者会議「参考資料４」の抜粋
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